
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      平成２９年７月２５日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） 温水マット 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 
温水を利用して暖を取るマット。 

 
 
 
 
 
 
○構造、仕様、意匠 

温水を作る装置がマットの外部にあり、ホースによりマットと結合している。

作られた温水は、ホースを通してマットに供給される。マットには温水が循環す

るホースが内層されており、温水は自然循環する。 
 
 消費電力：３５０／６００Ｗ 
 最大温水温度：９０－９５℃ 
 タンク容量：約４００ｃｃ 
 
○主な使用者、販売先 
一般家庭 

 
 
 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品以外の電気用品のうち、電熱器具の「その他の採暖用電熱器具」と

して取り扱う。 

 

 

（理由） 

調理用のものではないため「電気湯沸器」には該当せず、採暖用途の製品である

ことから、「その他の採暖用電熱器具」で対象として取り扱うことが妥当と判断す

る。 

 

 

 

 
 


